
資

料

小
野
梓
著

「条
約
改
正
論
附
録
」

吉

井

蒼

生

夫

解

説

ω

こ

こ

に
復

刻

.
紹

介

す

る
資

料

は
、

小
野

梓

(
}
八
五
二
ー

一
八
八
六
)

の

「
条

約
改

正
論
附

録
」

(「外
交
論

(附
録

一
)
」
と

「要
改
条

目
類
従

(附
録
二
)
」
か
ら
な
る
。

い
ず
れ
も

「
東
洋
館
書
店
」
の
原
稿
用
紙
を
使
用
。
た
だ
し
筆
跡
か
ら
他
筆

と
推
定
さ
れ
る
。
以
下

「附
録
」
と
略
称

す

る
)

で
あ

る
。

小

野

は
、

冒

記
」

(「留
客
奮

記
」
)

に
よ

る
と
、

天

八
四
年

(明
治

一
七
)

五
月

一
三

日

か

ら
一二
〇

日

に

か

け

て

「
条
約

改

正
論
」

を
執
筆
し
た
。

こ
の
論
文
は
、
当
初

「
非
内
地
雑
居
論
」
と
し
て
起
草
さ
れ
、

一
八
日
に

「
条
約
改
正
論
」

に
改

め
ら
れ
た

(同
論
文
は
・

「
井
上
馨
文
書
」
中
の
も
の
を
底
本
と
し
て
、
早
稲
田
大
学
大
学
史
編
集
所
編

『小
野
梓
全
集
』
第
三
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
同
巻
の

「
解
題

」
〔兼

近
輝
雄
馬
執
筆
〕
を
参
照
)
。

「
弘
く
之
を
天
下
に
訴

へ
、

以
て
国
家
が
将

に
汚
辱

の
中

に
陥
ら
ん
と
す
る
を
救
は
ん
」
(〔条
約
改
正
論
〕
〔断

片
〕
)
と
し
て
執
筆
し
た
こ
の

「
条
約
改
正
論
」
を
出
版
す

る
に
あ
た

っ
て

(実
際
に
は
出
版
の
許
可
が
得
ら
れ
ず
・
彼
の
生
前
に
は

日
の
目
を
み

な
か

っ
た
)
、
小
野
は
、
自
己

の
い
だ
く
外
交
政
略

の
基
本
的
な
考
え
方
を

一
層
明
瞭

に
す
る
た
め
に
、
ま
た

日
本
が
欧
米
諸
国
と
締
結
し

た
条
約

の
中
か
ら
改
正
を
要
す
る
条
文
を
摘
出
し
て
読
者

の
参
看
に
供
す
る
た

め
に
、
「
附
録
」
と

し

て
二

つ
の
資
料
を
付
す
る
意
図
を

(47?}257



も

っ
て

い
た
.
す

な

わ

ち
、

小

野
が

出
版

を
計

画

し

た

「
条

約
改

正
論

」

は
、
本

論

(「条
約
改
正
論
」)

と
附
録

(「条
約
改
正
論
附
録
」)
と

蹴

に
よ

っ
て
畿

さ
れ

て
い
た
の
で
あ

る
。

か
か
る
妻

は
、

こ
の
た
び
新
た

箋

見
さ
れ

た

「
附
録
」

に
よ

っ
て
は
じ

め
て
明
ら
か
に
な

っ
た
こ
と
で
あ
り
、

か
つ
ま
た
、
本
資
料

は
、
小
野

の
条
約
改
正
論

を
理
解
す

る
う
、毛

貴
重
な
も
の
で
あ
る
の
で
、

.」

.」
覆

刻

.
紹

圃

介
す

る
次
第
で
あ

る
。

②

「
外
交
論

(附
讐

」
は
・

井
上
馨
外
務
卿
が
条
約
改
正
予
議
会

で
内

地
開
放
寡

、
を
発
表

し
、

甦

壬
午
妻

が
起

っ
た

一
八

八
二
年

(明
塗

五
)
讐

か
れ
・
同
隻

○
月

一
四
是

明
治
餐

に
お
い
て
公
馨

れ

た
も

の
で
あ
る

(同
論
文
は
、
小
野
の
晶

刊
本

『
東
洋
論
策
』
に
所
収
の
も
の
を
栗

と
し
て
・
前
記

『
小
慰

全
集
』
第
四
楚

収
録
さ
れ

て
い
る
。
な
お
同
巻
の

「
解
題
」
〔間
宮
国
甕

執
筆
〕
を

参
照
)
・
こ
の
論
文
で
小
野

は
・
ま
ず

西
洋
に
対
す
る
外
交
政
略

の
要
点
と
し
て
、
条
約
改

正
は
国
別
談
判

に
よ
る
べ
き

.」
と
、
法
権
よ
り

税
権

の
回
復
を
急
ぐ
べ
き

こ
と
・
内
羅

居
は
治
外
法
権
撤
覆

に
す
べ
き

」
と
の
三
点

を
あ
げ
、
他
方
、
東
洋

に
対
す

る
外
交
藷

と

し
て
窃

な

こ
と
は
・
「
支
那

二
与

フ
ル

ニ
疑

ヲ
解

ク
ノ
便

ヲ
以
テ
セ

覇

讐

与

フ
ル

ニ
怨

ヲ
散

ス
ル
ノ
便

ヲ
以

テ

セ

ヨ
西
洋
諸
国

ヲ

シ
テ
東
洋

ノ
外
交

二
干
渉

セ
シ
ム
ル
勿

レ
是

ナ
リ
」
と
鶉

し
た
。
小
野
は
、
「
条
約
改
正
論
」
を
出
版
す
乏

あ

た

っ
て
、
馨

く

の

外
交
関
係
論
策
の
中
か
ら
・
自
己

の
外
交
政
略
の
葉

的
な
孝

秀

を
最
も
端
的

に
示
す
も

の
と
し
て
本
論
文
を
附
讐

選

ん
だ
わ
け
で

あ

る
・
な
お
こ
の

「
附
録
」

最

録

の

昇

交
論
」
は
、
『
小
野
梓
全
集
』

最

讐

れ

て
い
る
も
の
な
翼

版

と
内
窪

お

い
て
ほ
と

ん
ど
違

い
は
な

い
が
・
「
附
言
」
(萌

治
+
七
年
五
月
轡

薯

識
」
)
が
付
さ

れ

て

い
る

の
を

は
じ

め
、
文
裏

畢

字
句
に
華

の
違

い

が

み

ら
れ

る
む

「
要
改
香

類
従

(附
録
二
)」
は
・
先
述

の
よ
う

に
、
小
野
が
、
「
条
約
整

論
」

の
読
者

の
要

の
た
め
に
、
日
本
が
欧
米
諸
国
と
締

結
し
た
条
約

の
中
か
ら
改

正
奏

す

る
条
文
を
摘
芒

饗

し
た
も

の
で
あ

る
。

.あ

資
料
は
、

.」
れ
ま
で
そ

の
存
否
が
不
明
で
あ

っ
た

も

の
で
・

こ
こ
に
は
じ
め
て
紹
介
さ
れ
る
籍

で
あ
る
。
小
野

の

百

記
」
に
よ
る
と
、

.』
の

「
要
改
香

類
従
」
は
、

天

八
四
年

(明



小野梓著 「条約改正論附録」

治

一
七
)
六
月

一
日
と
二
日
の
両

日
で
書
か
れ
、
そ

の
後

「
条
約
改
正
論
」
「
外
交
論
」
と
と
も

に
校
正

の
手
が
ほ
ど

こ
さ
れ

て
い
る
。
と

こ
ろ
が
小
野

は
、
「
条
約
改
正
論
」
お
よ
び

「
外
交
論

(附
録

一
)」
「
要
改
条
目
類
従

(附
録
;

」

の
い
ず
れ
も
執
筆

の
日
付
を

「
明
治
十

七
年

五
月
鑑

日
」

に
し
て
い
る
。
「
日
記
」

に
よ
る
と
、

こ
の
日

(五
月
鍵
日
)
小
野

は
、
稿
本
を
添
付

し
て
再
度
票
請
す
る
よ
う

に
と

の

理
由
で
、
東
京
府
庁

か
ら

「
条
約
改
正
論
」

の
版
権

の
稟
請
書
を
か
え
さ
れ
た

(す
な
わ
ち
出
版
の
許
可
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
)
。

か
か
る
措

置

に
対
す

る
憤
り

の
気
持

ち
と
出
版

へ
の
強

い
意
志
を
示
す
た
め
に
、
小
野
は

「
条

約
改
正
論
」

と

「
附
録
」

の
執
筆

の
日
付
を

「
五
月

壷

日
」

に
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

㈹
と

こ
ろ
で
本
資
料
は
、
香
川
大
学
初
代
学
長
神
原
甚
造
氏
が
蒐
集
さ
れ
た
も

の
で
、
現
在
、
香
川
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵

の

「
神
原

文
庫
」

に
収
蔵
さ
れ

て
い
る
。
本
資
料

に
は
、
神
原
氏
が
蒐
集

し
た
際

に
執
筆
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
本
資
料

の
意
義

・
由
来
な
ど
を
記

し
た
付
箋
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
以
下

に
参
考

の
た
め
こ
れ
を
掲
げ

て
お
く

こ
と

に
す
る
。

付
箋
①

(表
紙
の
裏
に
貼
附
)

条
約
改

正
論
附
録

著
者
小
野
梓

の
自
筆
原
稿
本
な
り
籍
鰭
勲
鋸
略
在

条
約
改
正
論

ノ
本
論

ノ
部

ハ
明
治
廿
年
高
田
早
蕾
編
纂

ノ
東
洋
遺
稿

に
収

め
て
刊
行

せ
ら
れ
た
る
が
此
附
録

ハ
本
論
と
同
時

に
脱
稿

せ
し
も

の
な
る
圷
編
纂

に
洩
れ
上
梓
を
見
ず

し
て
今

日
に
至
れ

る
も

の
な
り
、
思

ふ
に
著
者
残
後
疾
く
散
逸
し
遺
稿
編
纂
者
此
附
録

あ

る
こ
と
を
知
ら
ざ
り
し
な
ら

ん
、
此
附
録
中

ノ
外
交
論

ハ
条
約
改

正
論
発
生
史
上
極

め
て
貴
璽

ノ
文
献
な
る

の
み
な
ら
ず
小
野
梓

の
自
筆
稿
本

ノ
今

に
伝

ハ
る
も

の
は
極
め
て
稀
な
れ
ぽ
本
書

ハ
珍
重
す

る
の
値
あ

る
も

の
と
い
ふ
ぺ
し

(「
自
筆
原
稿
本
な
り
」
と
あ

る
が
、
先
述

の
よ
う

に
筆
跡
か
ら
判
断
し
て
他
筆
と
推
定
さ
れ
る
。
書
生

に
浮
写
さ

せ
た
も
の
か
。

!
i
吉
井
註
)
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付
箋
②

(第

一
葉
表
に
貼
附
)

此
演
説

の
公
演

せ
ら
れ

し
明
治
会
堂

ハ
京
橋
三
丁
目

二
在
り
て
聴
衆
三
千
人
を
容
れ
た
り
と

い
ふ

(「
日
記
」

に
よ
る
と
、
「
聴
者
無
慮
二
千
余
人
、
又
近
日
之
盛
会
也
」

と
あ

る
。
1

吉
井
註
)

付
箋
③

(同
右
)

此
外
交
論

ハ
著
者
が
明
治
十
五
年
十
月
十
四
日
明
治
会
堂

二
於
て
公
演

し
た
る
演
説

に
し
て
条
約
改
正

ノ
必
要
を
論
じ
た
る
も

の
な

り

演
説

と
志
て

ハ
条
約
改
正
論

ノ
第

一
声
也
著
書
と
し
て
も
国
内

に
於
け

る
同
論
文
献

の
先
駆
也

条
約
改
正
論

ノ
代
表
的

ノ
も

の
と
し
て
明
治
文
化
全
集
第
六
巻
に
収

む
る
も

の

ハ
就
れ
も
之
れ
よ
り
は
五
六
年
後

の
も

の
な
り

付
箋
④

(第

一
葉
裏
に
貼
付
)

此

ノ
外
交
論

ハ
著
者
が
明
治
十
五
年
十
月
公
演
し
た
る
演
説

に
し
て
実

に
条
約
改
正
論

の
先
駆
な
り

先
是
馬
場
辰
猪

の
日
英
条
約
論

(英
文
)

揖
ソ
ド

ン
に
於
て
上
梓
せ
ら
れ
し
も
其
翻
訳
刊
行

ハ
長
く
許
さ
れ
ず
明
治
廿
二
年

(二
三
年

の
誤
l
l
吉
井
註
)
に
至
り
て
漸
く
其
事
あ
り

田
口
卯
吉
の
条
約
改
正
論

ハ
明
治
十
二
年
九
月

ノ
演
説
速
記
を
同
年

十
月
刊
行
せ
し
も

の

島
田
三
郎

ノ
条
約
改
正
論
も
明
治
廿
二
年
九
月
横
浜
毎
日
新

聞
連
載

ノ
も

の
を
同
年
十

一
月
単
行
本
と
し
て
上
梓
せ
し
も

の

(以
上
三
者

ハ
条
約
改
正
論

ノ
代
表
的

の
も

の
と
し
て
明
治
文
化
全
集
六
巻

二
収

め
し
も

の
也
)

Aso`/

 

〈付
記
〉

本
資
料

の
調
査
に
協
力
し
て
下
さ

っ
た
香
川
大
学
助
教
授
栗
原
真
人
氏
な
ら
び
に
本
資
料

の
閲
覧

.
複
写
に
あ
た

っ
て
御
高
配
を
た
ま

わ

っ
た
香
川
大
学
附
属
図
書
館

に
対
し
、
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。



条
約
改
正
論
附
録

外
交
論

(附
録

一
)

O附
言

マ
マ

外
交
論

ハ
明
治
十
五
年
十
月
十
四
日
明
治
合
堂

二
在

テ
余

力
公
演

セ
シ
者

二
係

ル
当
時
我

力
政
府

ハ
訂
約
諸
国

ノ
全
権
公
使

ヲ
外
務
省

二
請

シ
条
約
改
正

ノ
予
審
会
議

ヲ
開

キ
頗

ル
意

ヲ
条
約
改
正

二
用

ユ
又
時
宛

モ
朝
鮮
京
城

ノ
変
乱

ア
リ
花
房
公
使
若
干

ノ
償
金

ヲ
得
之

ヲ
本
邦

二
齎

ラ

シ
帰

ル
ノ
秋

二
際

セ
リ
故

二
篇
中

ノ
議
論
多

ク
蝕

二
渉

ル
看
者
当
時

ノ
大
勢

ヲ
記

シ
而

シ
テ
后

チ
本
論

ヲ
読

マ
ハ
其
創

得
自

カ
ラ
易

カ
ラ
ム

明
治
十
七
年

五
月
盤

日

演
者

識

小野梓著 「条約改正論附録」

外
交
論

満
堂
来
聴

ノ
諸
君

ハ
土
児
格
今
日

ノ
状
況

ヲ
観
察

シ
テ
如
何

ノ
感
想

ヲ
発
起

ス
ル
乎
諸
君

ハ
必
然
了
知

ス
ル
ナ
ラ
ン
今

ノ
時

二
当

テ
土
児

格
帝
国

ノ
政
治

ハ
毎

二
欧
州
強
国

ノ
干
渉

ヲ
受

ケ
殆

ン
ト
其
皇

ヲ
保

ツ
ヲ
得

ス
半
月

ノ
国
旗
其
光
朧

ト

シ
テ
輝

カ
ス
撤
担

ノ
尊
称
其

威
微
弱

ニ
シ
テ
振

ハ
ス
土
児
格

ハ
是

レ
衰
微
国

ノ
異
名
ナ

ル
カ
如

キ

コ
ト
ヲ
顧

フ

ニ
是

レ
何
等

ノ
由
来

ア
リ
テ
然

ル
モ
ノ
乎
諸
君

ハ
如
何

力
是

レ
其
原
因
ナ
リ
ト
思
維

ス
ル
乎
教
育
其
善

ヲ
失

ス
ル
カ
故
乎
内
治
其
序

ヲ
誤

マ
ル
カ
故
乎
国
民
遊
怠

ノ
致

ス
所
ナ

ル
乎
君
主
抑
圧

ノ

来

ス
所
ナ

ル
乎
顧

フ

ニ
是

ノ
数
多

ノ
者
能

ク
土
児
格
帝
国

ノ
威
力

ヲ
損

ス
ル

ニ
足

ル
ナ
ラ

ン
然

レ
ト
モ
半
月

ノ
国
旗
其
光
朦
朧

ト

シ
テ
輝
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カ

ス
撤

担

ノ
尊
称

其
威

微

弱

ニ
シ
テ
振

ハ
ス

「
オ

ッ
ト

マ
ソ
」

ノ
帝

国
将

二
亡

ヒ
ソ
ト

ス

ル
モ
ノ

ハ
唯

リ
教
育

ノ
善

ヲ
尽

サ

、
ル

ニ
因

ル

ノ

ミ

ニ
ア
ラ

ス
又
唯

リ
内

治

ノ
其

序

ヲ
誤

マ
ル

ニ
因

ル
ノ
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ニ
是

レ
他

ナ

シ
唯

タ
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宜
シ
ク
砦

+
万
ノ
金
円
ヲ
奪

之
覇

鮮
ノ
開
花
ヲ
賦
ハ
ル
是

ル
ヘ
キ
嚢

二
里

ヘ
キ
ノ
ミ
諸
君
ノ
了
知
セ
ラ
ル
、
如
ク
朝
鮮
未

タ
郵
便

ノ
設

ケ
ア

ラ

ス
朝

鮮

未

タ
電

信

ノ
設

ケ

ア
ラ

ス
灯

台

ノ
築

ク

ヘ
キ

モ
ノ
諸

港

ノ
湊

フ

ヘ
キ

モ

ノ
蓋

シ
許

多

ナ

ラ

ソ
是

ヲ
以

テ
余

ハ

コ
ノ
五
十

万
金

ヲ
収

メ
テ
之

ヲ
我

力
国
庫

二
入

レ
ス
直

二
之

ヲ
朝
鮮

政
府

二
与

へ
之

ヲ
以

テ
夫

ノ
数

者

ヲ
設
造

セ
シ

メ
以

テ
朝
鮮

ノ
進

歩

ヲ
助

ケ

ソ
コ

ヲ
望

メ
リ
顧

フ

ニ
若

シ
能

ク
之

ヲ
行

フ
ヲ

セ

ハ
我
名

正

フ

シ
テ
韓

人
稻

々
奮

怨

ヲ
散

シ
清

人

モ
亦

タ
従

テ
其
無

益

ノ
疑

ヲ
解

ク

ニ
至

ラ

ン
是

レ
所

謂

ル

一
挙
三

得

ノ
事

ニ
シ
テ
東

洋

ノ
大
局

二
利
便

ア

ル
余
決

シ
テ
之

ヲ
疑

ハ
ス
若

シ
然

ラ

ス
シ
テ
償
金

ヲ
収

メ
テ
自

カ

ラ
快

ト

シ
テ
我

レ
韓

人

ヲ
威

服

セ
リ
我

力
威

是

レ
強

シ
ト
謂

フ

ニ
至

ラ

バ
韓

人

ハ
愈

々
怨

テ
清
人

ハ
愈

々
疑

ヒ
其
極

ヤ
東
洋

ノ
大

局

ヲ

誤

マ
ル

ニ
至

ラ

ソ
是

レ
豊

二
吾

人

ノ
賀

ス

ヘ
キ
事

ナ

ラ

ン
哉

且

ッ
朝

鮮

ハ
果

シ
テ
独

立

国

ナ

ル
乎
将

タ
清

国

ノ
所
属

ナ

ル
乎
近

時

ノ

一
問

タ

リ
惟

フ

ニ
当
局

者

ハ
如

何

力
之

ヲ
処

セ

ン
ト

ス
ル
乎
論

ス
ル
者
間

々
或

ハ
西
洋

ノ
各

国

ヲ
招

同

シ
テ
其

関
係

ヲ
正

サ

ン
コ

ヲ
翼

ヒ
現

二

英

国

ノ
如

キ

ハ
之

レ

ニ
干

渉

セ

ソ
ト
欲

ス
ル

ノ
情

ア
リ
惟

フ

ニ
是

レ
東

洋

ノ
利

便

ナ

ル
乎

蓋

シ
然

ラ

ス
既

二
論

ス

ル
カ
如

ク
紅
海

以
東

独

立

ノ
体

面

ヲ
全

フ
ス

ル
モ

ノ
唯

タ
僅

二
日
清

ア

ル
耳
而

シ
テ
各

国
共

同

ノ
干
渉

ヲ
受

ケ
遂

二
其

大
勢

ヲ
誤

マ
リ

シ

バ
土
児

格

ノ
既

二
経

験

セ

シ
所

ナ

ラ

ス
ヤ
然

ル
ヲ
今

マ
各

国

ヲ
招

同

シ
テ
東
洋

諸
国

ノ
自
決

ス

ヘ
キ
事
問

二
干

渉

セ
シ
メ
夫

ノ
僅

二
残

レ

ル
東

洋

ノ
独

立
国

ヲ

シ

テ
既

二
覆

ヘ
リ

タ

ル
土
児

格

ノ
凡
例

二
倣

ハ
シ

メ
ン
ト

ス
蓋

シ
又

タ
歎

ス

ヘ
キ
ナ

リ
今

余

ヲ
以

テ
之

ヲ
見

レ

ハ
日
清
韓

ハ
共

同

シ
テ
其
関

係

ヲ
正

シ
朝
鮮

ヲ
以

テ
独

立
国

ト
為

ス
モ
之

ヲ
以

テ
半

独

立
国

ト
為

ス
モ

一
二
皆

ナ
東

洋

ノ
大
局

二
利
便

ア

ル
ノ
要

二
於

テ
之

ヲ
決

ス

ヘ

シ
又

タ
必

ス
シ
モ
小

節

二
拘
泥

シ
テ
東
洋

ノ
大
局

ヲ
誤

マ
ル

ヘ
カ

ラ
サ

ル
ナ

リ
惟

フ

ニ
東

洋

ノ
大

局

ヲ
誤

マ
ラ

ス

シ
テ
亜
細

亜

ノ
盛

ナ

ル

ハ
独

リ
東

洋

ノ
幸
福

ナ

ル

ニ
止

マ
ラ

ス
洋
外

交

際

ノ
諸
国

モ
亦

共

二
其
利

ヲ
受

ク

ヘ
キ

モ

ノ
ナ

レ

ハ
諸

国

ト
錐

モ
亦
必

ス
大

二
此
挙

ヲ
賛

成

ス
ル
ナ

ラ

ム

之

ヲ
要

ス

ル

ニ
外
交

ノ
事

ハ

一
国

利
害

ノ
係

ル
所

ニ
シ
テ

一
旦
之

ヲ
誤

マ
レ

ハ
其

禍

一
時

二
止

マ
ラ

ス
永

ク
延

テ
万
世

子
孫

二
及

フ

ヘ
キ

モ

ノ
ナ

レ

ハ
之

ヲ
所

ス
ル
決

シ
テ

一
時
投

機

ノ
小
智

ヲ
以

テ

ス

ヘ
カ

ラ

ス
必

ラ

ス
ヤ
其

大
勢

ノ
赴

ク
所

ヲ
察

シ
所

謂

ル
大
智

謀

ヲ
以

テ
之
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ヲ
処

ス

ヘ
キ

ノ

ミ
知

ラ

ス
今

ノ
当

局

者

ハ
能

ク
大
智

謀

ヲ
以

テ
夫

ノ
外
交

ヲ
処

ス

ル
ア

ル
乎
余

ハ
諸

君

ト
共

二
之

ヲ
観
察

ス

ル
ア

ラ

ソ
ト

欲

ス

ル
ナ
リ

小

野

梓

公
演

272(492}

 

要
改
条
目
類
従

(附
録
二
)

O引

各
国
所
訂

ノ
条
約

ハ
載

セ
テ
条
約
類
纂

二
在
リ
既

二
世

二
行

ハ
ル
ト
錐

花
之

力
改
正
ヲ
要

ス
ル
条
目

二
至

テ

ハ
各
所

二
散
在

シ
テ
頗

ル

発
見

二
便
ナ
ラ

ス
故

二
今
其
条

目
ヲ
類
従

シ
以

テ
本
論

ヲ
読

ム
者

ノ
参
看

二
供

ス
蓋

シ
少
補

ア
ラ

ン
コ
ト
ヲ
翼

フ
テ
ナ
リ

明
治
+
七
年
五
月
壼

日

纂
者

識

要
改
条
目
類
従

小

野

梓
纂
輯

○
治
外
法
権

ノ
条
目

魯
細
亜
下
田
条
約

(安
政
元
年
甲
寅
十
二
月
二

一
日
)

第
八
条

魯
細
亜
人

ノ
日
本
国

二
在

ル
日
本
人
ノ
魯
細
亜

二
在

ル
之

ヲ
待

ツ
ー
緩
優

ニ
シ
テ
禁
鋼

ス
ル
事
ナ

シ
然

レ
共
若

シ
法
ヲ
犯

ス

者

ア
ラ

バ
之

ヲ
取
押

へ
処
置

ス
ル
ニ
各
其
本
国

ノ
法
度

ヲ
以

テ
ス
ヘ
シ
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和
蘭
長
崎
条
約

(安
政
二
年
乙
卯
十
二
月
二
三
日
)

第
二
条

和
蘭
合

本

ノ
掟

ヲ
犯

シ
候

ハ
、
出
島
在
留
高
官

ノ
者

へ
為
知
可
申
候
左
候

ヘ
ハ
同
人

ヲ
シ
テ
和
蘭
政
府

ヨ
リ
其
国
法
通
リ

戒

メ
可
申
事

米
国
下
田
規
定
書

(安
政
四
年

丁
巳
五
月
二
六
日
)

第
四
条

日
本
人
粟

利
加
人

二
対

シ
法

ヲ
犯

ス
時

ハ
日
本

ノ
法
度

ヲ
以

テ
日
本
司
人
罰

シ
亜
米
利
加
人

日
本
人

へ
対

シ
法

ヲ
犯

蒔

ハ
亜
米
利
加

ノ
法
度

ヲ
以

テ
総
領
事
或

ハ
領
事
之

ヲ
罰

ス

ヘ
シ

和
蘭
追
加
条
約

(安
政

四
年

丁
巳
八
月
二
九
日
)

第
三
+

六
条

若

シ
来
住

ス
ル
外
国
人

ノ
間
喧
嘩
争
論
差
起

リ
候
節

ハ
日
本
政
府

ノ
厄
分
無
之
様
取
斗
可
申
事

第
三
+
七
条

若

シ
和
蘭
人
占

本
人

ノ
間

二
於

テ
争
闘

ヲ
起

シ
創
傷

ヲ
蒙

リ
或

ハ
護

火
付
致
候
節

ハ
両
国
役
人

ニ
テ
取
斗

ヒ
精

々

正
当

二
可
処
置
事

米
国
江
戸
条
約

(安
政
五
年
戊
午
六
月
十
九
日
)

第
六
条

日
本
人

寿

シ
法
ヲ
犯
セ
ル
粟

利
加
人

ハ
亜
米
利
袈

嚢

判
所
噛=
ア
吟
味
ノ
上
亜
米
利
加
ノ
法
度
ヲ
以
テ
罰
ス
ヘ

シ
亜

米
利
加
人

へ
対
シ
法
ヲ
犯
シ
タ
省

本
人

ハ
日
本
役
人
糺
ノ
上
日
本
ノ
法
度
ヲ
以
テ
璽

へ
盲

毒

行
所
粟

利
加

領
嚢

判

所

ハ
双
方
商
人
通
債
等

ノ
事

ヲ
モ
公
ケ

ニ
取
扱

フ

ヘ
シ

和
蘭
江
戸
条
約

(安
政

五
年
戊
午
七
月
十
日
)

第
五
条

(
米
国
江
戸
条
約
第
六
条

二
同
ジ
)

魯
細
亜
江
戸
条
約

(安
政
五
年
戊
午
七
月
十

一
日
)

第
+
四
条

双
方
国
人

ノ
争
論

ア
ル
時

ハ
両
国

ノ
役
人
吟
味

ヲ
遂

ケ
日
本
人
罪

ア

ル
時

ハ
呆

役
所

ニ
テ
多

罰

シ
魯
細
亜
人
罪

ア
ル
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時
・
ハ
其
国

ノ
領
事

ヨ
リ
之
ヲ
罰

ス
ル
事
都
テ
下
田
条
約

二
定

メ
シ
如

シ

英
吉
利
江
戸
条
約

(安
政
五
年
戊
午
七
月
十
八
日
)

第
四
条

日
本

二
在

ル
貌
利
太
尼
亜
臣
民

ノ
間

二
起

ル
争

ハ
貌
利
太
尼
亜
司
人

ノ
裁
判

タ
ル

ヘ
シ

第
五
条

貌
利
太
尼
亜
臣
民

二
対

シ
悪
事

ヲ
為

セ
ル
日
本
人

ハ
日
本
司
人

ニ
テ
糺

シ
日
本
法
度

二
随

テ
罪

ス
ヘ
シ
日
本
人
或

ハ
外
国

ノ

臣
民

二
対

シ
悪
事

ヲ
為

セ
ル
貌
利
太
尼
亜
臣
民

ハ
領
事
或

ハ
其
他

ノ
官
人

ニ
テ
糺

シ
貌
利
太
尼
亜

ノ
法
度

二
随

テ
罪

ス

ヘ
シ
裁
断

ハ
双
方

二
於
テ
偏
頗
ナ
カ

ル
ヘ
シ

仏
蘭
西
江
戸
条
約

(安
政
五
年
戊
午
九
月
三
日
)

第
五
条

(英
吉
利
江
戸
条
約
第
四
条

二
同

シ
)

第

六
条

(
英
吉
利
江
戸
条
約
第
五
条

二
同

シ
)

葡
萄
牙
江
戸
条
約

(
万
延
元
年
庚
申
六
月
十
七
日
)

第
四
条

(英
吉
利
江
戸
条
約
第
四
条

二
同

シ
)

第
五
条

(同
第
五
条

二
同

シ
)

牽
漏
生
江
戸
条
約

(万
延
元
年
庚
申
十
二
月
十
四
日
)

第
五
条

日
本

二
在

ル
李
漏
生
人

ノ
間

二
起

ル
争
論

ハ
学
漏
生
司
人

ノ
裁
断

タ

ル
ヘ
シ
若

シ
李
漏
生
人
日
本
人

二
対

シ
訴
訟
或

ハ
異
論

ア
ル
時

ハ
日
本
官
府

二
於
テ
此
事
件

ヲ
裁
断

ス

ヘ
シ
前
同
様
日
本
人
学
漏
生
人

二
対

シ
訴
訟
或

ハ
異
端

ア
ル
時

ハ
学
漏
生
領
事
庁

二
於

テ
此
事
件

ヲ
裁
断

ス

ヘ
シ

第
六
条

(英
吉
利
江
戸
条
約
第
五
条

二
同

シ
)

瑞

西
江
戸
条
約

(文

久
三
年
癸
亥
十
二
月
二
九
日
)

274《494)
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第

五
条

(李
漏
生
江
戸
条
約
第
五
条

昌
同

シ
)

第
六
条

(英
吉
利
江
戸
条
約
第
五
条

二
同

シ
)

白
耳
義
江
戸
条
約

(慶
応
二
年
丙
寅
六
月
一
二

日
)

第
五
条

(李
漏
生
江
戸
条
約
第
五
条

二
同

シ
)

第

六
条

(
英
吉
利
江
戸
条
約
第
五
条

二
同

シ
)

伊
太
利
江
戸
条
約

(慶
応
二
年

丙
寅
七
月
十
六
日
)

第
五
条

日
本

二
在

ル
伊
太
利
人

ノ
間

一二

身
又

ハ
所
持

ノ
品

二
付

テ
ノ
争
論

ハ
都

テ
伊
太
利
司
人

ノ
裁
断
タ

ル
ヘ
シ

第

六
条

(英
吉
利
江
戸
条
約
第
五
条

二
同

シ
)

丁
抹
江
戸
条
約

(慶
応
二
年

丙
寅
十
二
月
七
日
)

第
五
条

(伊
太
利
江
戸
条
約
第
五
条

二
同

シ
)

第
六
条

(英
吉
利
江
戸
条
約
第
五
条

二
同

シ
)

瑞
典
那
耳
回
神
奈
川
条
約

(
明
治
元
年
戊
辰
九
月
二
七
日
)

第
五
条

(伊
太
利
江
戸
条
約
第
五
条

二
同

シ
)

第

六
条

(英
吉

利
江
戸
条
約
第
五
条

二
同

シ
)

西
班
牙
神
奈
川
条
約

(
明
治
元
年
戊
辰
九
月
二
八
日
)

第
五
条

(伊
太
利
江
戸
条
約
第
五
条

二
同

シ
)

第
七
条

(英
吉

利
江
戸
条
約
第
五
条

二
同

シ
)

独
逸
北
部
聯
邦
神
奈
川
条
約

(
明
治
二
年
己
巳
五
月
十
日
)

{495)275



第
五
条

(伊
太
利
江
戸
条
約
第
五
条

二
同

シ
)

第

六
条

(英
吉
利
江
戸
条
約
第
五
条

二
同

シ
)

懊
斯
利
東
京
条
約

(明
治
二
年
己

巳
九
月
十
四
日
)

第
五
条

(伊
太
利
江
戸
条
約
第
五
条

二
同

シ
)

第
六
条

(英
吉
利
江
戸
条
約
第
五
条

二
同

シ
)

○
関
税

ノ
収
納

ヲ
同
約

ス
ル
条
目

和
蘭
追
加
条
約

第
六
条

公
売

ニ
テ
売

リ
タ

ル
品
物

ニ
テ
モ
又
相
対

ニ
テ
売

タ

ル
品
物

ニ
テ
モ
三
分
五
厘

ノ
運
上

ヲ
差
出
可
申
事

魯
細
亜
長
崎
追
加
条
約

(安
政
四
年
丁
巳
九
月
七
日
)

第
九
条

公
売
或

ハ
私
売

ニ
テ
売
タ

ル
荷
物

ノ
運
上

ハ
新

二
運
上
規
則

ヲ
取
極
候
迄

ハ
是
迄

ノ
通

リ
三
分
五
厘

ノ
運
上

ヲ
相
収
可
申
事

米
国
江
戸
条
約

第
四
条

総

テ
国
地

二
輸
入
輸
出

ノ
品

々
別
冊
通
商
条
規

ヲ
指

ス
ノ
通
日
本
役
所

へ
運
上

ヲ
納

ム

ヘ
シ

和
蘭
江
戸
条
約

第
三
条

(米
国
江
戸
条
約
第

四
条

二
同

シ
)

魯
細
亜
江
戸
条
約

第
十
条

(
同
上
)

英
吉
利

江
戸
訂
約
貿
易
章
程

(安
政
五
年
戊
午
七
月
十
八
日
)

第
七
則

総
テ
日
本
開
港
場
所

へ
陸
揚

ス
ル
物
昂

ニ
ハ
左

ノ
運
上
目
録

二
従

ヒ
其
地

ノ
運
上
役
所

二
租
税

ヲ
納

ム

ヘ
シ

{496) 276
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仏
蘭

西
江
戸
訂
約
貿
易
章
程

(安
政
五
年
戊
午
九
月
三
日
)

第
七
則

(英
吉
利
貿
易
章
程
第
七
則

二
同

シ
)

葡
萄
牙
江
戸
訂
約
貿
易
章
程

(万
延
元
年
庚
申
六
月
十
七
日
)

第
七
則

(同
上
)

牽
漏
生
江
戸
訂
約
貿
易
章
程

(
万
延
元
年
庚
申
十
二
月
十
四
日
)

第
七
則

(同
上
)

瑞

西
江
戸
訂
約
貿
易
定
則

(文
久
三
年
癸
亥
十
二
月
二
九
日
)

第
五
則

(同
上
)

白
耳
義
江
戸
訂
約
貿
易
定
則

(慶
応
二
年

丙
寅

六
月
一
=

日
)

第
七
則

輸
入
輸
出

ノ
荷
物

ハ
次

ノ
税

目

二
従

ヒ
運
上

ヲ
納

ム

ヘ
シ

伊
太
利
江
戸
訂
約
附
加
約
書

(慶
応
二
年
丙
寅
七
月
十
六
日
)

第

一
条

双
方

ノ
全
権

両
政
府

ノ
名
代
ト

シ
テ
左

ノ
通
リ
約
書

ヲ
議
定

シ
此
約
書

二
添
タ

ル
運
上
目
録

ヲ
採
用

シ
両
政
府

ノ
臣
民
皆
堅

ク
之

ヲ
遵
奉

ス

ヘ
キ
事
ト

セ
リ

丁
抹
江
戸
副
条
約

(慶
応

二
年
丙
寅
十
二
月
七
日
)

第

一
条

(同
上
)

魯
細
亜
新
定
約
書

(慶
応
三
年
丁
卯
十

一
月
二
八
日
)

第
二
条

新
目
録

(輸
出
輸
入
運
上
目
録
)

ハ
日
本
安
政
五
戊
午
年
取
結
タ

ル
条
約

二
載

ス
ル
如

ク
堅

ク
之

ヲ
遵
奉

ス
ヘ
シ

瑞
典
那
耳
回
神
奈
川
条
約

(49?)277
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第
十
九
条

輸
出
入

ノ
運
上

ハ
之

二
添
タ

ル
税
則

二
基

キ
日
本
政
府

二
納

ム

ヘ
シ
右
税
則

ハ
千
八
百
七
十

一
年
第
七
月

一
日

二
至
リ
再

ヒ
改

ム

ヘ
シ

独
逸
北
部
聯
邦
神
奈
川
訂
約
貿
易
定
則

(明
治
二
年
己
巳
正
月
十
日
)

第
七
則

総

テ
日
本

二
陸
揚

シ
タ

ル
品

々
ニ
ハ
次

ノ
運

上
目
録

二
従

ヒ
日
本
政
府

へ
運
上
ヲ
払

フ

ヘ
シ

填
斯
利
東
京
訂
約
貿
易
定
則

(明
治
二
年
己
巳
九
月
十
四
日
)

第
七
則

総
テ
日
本

二
陸
揚

シ
タ
ル
品

々
井

二
輸
出

セ
ソ
ト
欲

ス
ル
品

々

ハ
此
書

二
添

フ
ル
次

ノ
運
上
目
録

二
従

ヒ
日
本
政
府

へ
運
上

ヲ
払

フ

ヘ
シ

○
通
商
条
規

ヲ
修
好
条
規

二
連
接

ス
ル
条
目

米
国
江
戸
条
約

第
十

一
条

此
条
約

二
添

タ

ル
商
法

ノ
別
冊

ハ
本
書
同
様

双
方

ノ
臣
民
互

二
遵
守

ス

ヘ
シ

和
蘭
江
戸
条
約

第
九
条

(同
上
)

魯
細
亜
江
戸
条
約

第
九
条

(同
上
)

英
吉
利
江
戸
条
約

第
二
十
条

此
条
約

二
添
タ

ル
商
法

ノ
別
冊

ハ
本
書
同
様
双
方

ノ
臣
民
互

二
遵
守

ス
ヘ
シ
日
本
貴
官
又

ハ
委
任

ノ
役
人
ト
日
本

二
来

レ

ル
貌
利
太
尼
亜
国

ノ
外
交
官
ト
此
条
約

ノ
規
則
井
別
冊

ノ
条

ヲ
全
備

セ
シ
ム
ル
為

メ
ノ
規
律
等
談
判

ヲ
遂

ク

ヘ
シ

仏
蘭
西
江
戸
条
約

?78(498)



小野梓著 「条約改正論附録」

第
九
条

此
度
定

メ
タ

ル
商
法

ハ
条
約

ノ
通
守

ル

ヘ
シ
此
条
約
井

二
交
易

ノ
法

ヲ
充
分

二
取
行

フ
為

ノ
規
律

ヲ
全
備

セ
ソ
ト
要

セ

ハ
仏

蘭

西
公
使
ト
日
本
高
官

ト
議
定

ス

ヘ
シ

葡
萄
牙
江
戸
条
約

第
二
十
条

(英
吉
利
江
戸
条
約
第

二
十
条

二
同

シ
)

牽
漏
生
江
戸
条
約

第
十
条

此
条
約
及

ヒ
税
則

ニ
テ
交
易

ノ
規
律

ヲ
全
備

ス
ル
モ
ノ
ト
見

ル
ヘ
シ
日
本

輔一
在

ル
李
漏
生
国

ノ
外
交
官

ハ
日
本
政
府

ヨ
リ
委

任

ノ
役
人

ト
相
接

シ
此
条
約

二
付
属

ス
ル
税
則
規
律

ノ
趣
意

ヲ
施
行

ス
ル
為

メ
交
易

二
開
ク

ヘ
キ
諸
港
緊
要
至
当

ノ
規
律
等
談
判

ヲ
遂

ク

ヘ
シ

瑞

士
江
戸
条
約

第
十
条

(牽
漏
生
江
戸
条
約
第
十
条

二
同

シ
)

白
耳
義
江
戸
条
約

第
十
条

(
同
上
)

伊
太
利
江
戸
条
約

第
十
条

此
条
約

二
添

タ
ル
税
則
約
書

ハ
条
約

ノ

一
部
ト

シ
テ
双
方
共
二
堅

ク
相
守

ル
ヘ
シ

丁
抹
江
戸
条
約

第
十
条

(伊
太
利
江
戸
条
約
第
十
条

二
同

シ
)

瑞
典
那
耳
回
神
奈
川
条
約

第
十
条

(
同
上
)

279 {499)



西
班
牙
神
奈
川
条
約

第

二
十
条

(同
上
)

独
逸
北
部
聯
邦
条
約

第
十
条

(
同
上
)

填
斯
利
東
京
条
約

第
十
四
条

(同
上
)

○
特
典
均
需

ノ
条
目

米
国
神
奈
川
条
約

(嘉
永
七
年
甲
寅
三
月

三
日
)

第
九
条

日
本
政
府
外
国
人

へ
当
節
亜
米
利
加
人

へ
不
差
許
候
廉
相
許

シ
候
節

ハ
亜
米
利
加
人

ヘ
モ
同
様

差
免
可
申
右

二
付
談
判
猶
予

不
致
候
事

英
吉
利
長
崎
約
定

(安
政
元
年
甲
寅
八
月
二
十
三
日
)

第
五
条

他

ノ
外
国

ノ
船
或

ハ
人
民

ノ
為

二
今
開

キ
タ

ル
港
或

ハ
此
後
開

ク

ヘ
キ
港

二
於

テ

ハ
英
国

ノ
船

井

二
人
民
モ
其
港

二
入
津

シ

且
最

モ
恩
恵

ヲ
加

ヘ
ラ
ル

・
国

二
与

ヘ
ラ
ル

・
利
益

ハ
同
様
之

ヲ
受

ク

ヘ
シ
然

レ
泥
日
本

ト
先
前

ヨ
リ
交
際

ヲ
存

ス
ル
和
蘭
井

二

支
那

二
与

フ

ル
利
益

ハ
常

二
此
例

二
在

ラ
サ

ル
ヘ
シ

魯
細
亜
下
田
条
約

第
九
条

両
国
近
隣

ノ
故

ヲ
以
テ
日
本
国

ニ
テ
向
後
他
国

へ
許

ス
所

ノ
諸
件

ハ
同
時

二
魯
細
亜
人

ニ
モ
差
免

ス
ヘ
シ

和
蘭
長
崎
条
約

第
四
条

若

シ
外

二
日
本
港
津
他

ノ
国
民

ノ
為

二
開

二
相
成
候

ハ
・
和
蘭
国

ヘ
モ
直

二
同
様

ノ
免
許

可
有
之
事

(500) z$o



小野梓著 「条約改正論附録」

和
蘭
追
加
条
約

第
三
十
九
条

他

ノ
外
国
人

二
許

サ
レ
候
権
理

ハ
直

二
和
蘭
国

ヘ
モ
許

サ
ル
ヘ
キ
事

魯

細
亜
江
戸
条
約

第
十
六
条

此
後
他
国

ノ
者

二
許
容

セ
ル
廉

ハ
猶
予

ナ
ク
魯
細
亜
国

ヘ
モ
免

ス
ヘ
シ
魯
細
亜
国

二
於

テ
ノ
日
本
人

モ
同
様
タ

ル
ヘ
シ

英
吉
利
江
芦
条
約

第
二
十
三
条

日
本
政
府

ヨ
リ
向
後
外
国

ノ
政
府
及
臣
民

二
許

ス

ヘ
キ
殊
典
ア

ル
時

ハ
貌
利
太
尼
亜
政
府
国
民

ヘ
モ
同
様

ノ
免
許

ア
ル

ヘ

シ

仏
蘭
西
江
戸
条
約

第
十
九
条

以
後
何
事

ニ
テ
モ
外
国
人

へ
免
許

シ
タ

ル
事

ハ
仏
蘭

西
政
府
又

ハ
仏
蘭
西
人

ヘ
モ
同
様

二
免
許

ス
ヘ
シ

葡
萄
牙
江
戸
条
約

第
二
十
三
条

(英
吉
利
江
戸
条
約
第

二
十
三
条

二
同

シ
)

李
漏
生
江
戸
条
約

第
十
条

(同
上
)

瑞

西
江
戸
条
約

第
十
六
条

(
同
上
)

白
耳
義
江
戸
条
約

第
十
九
条

(同
上
)

伊
太
利
江
戸
条
約

2$1 (501>



第
十
九
条

日
本
政
府

ヨ
リ
既

二
外
国

ノ
政
府
及

ヒ
臣
民

二
許

シ
又

ハ
以
後
何

ノ
国

ナ
リ
共
許

サ
ン
ト

ス
ル
殊
典

ハ
伊
太
利
政
府
及

ヒ

臣
民

ニ
モ
此
条
約
施
行

ノ
日

ヨ
リ
同
時

ノ
免
許

ア
ル
ヘ
キ
ヲ
方
今
確
定

セ
リ

丁
抹
江
戸
条
約

第
十
九
条

(同
上
)

瑞
典
那
耳
回
神
奈
川
条
約

第
二
十
六
条

(同
上
)

西
班
牙
神
奈
川
条
約

第
二
十
三
条

(同
上
)

独
逸
北
部
聯
邦
条
約

第
十
九
条

(同
上
)

懊
斯
利
東
京
条
約

第
二
十
条

(同
上
)

(502} 282


